
調布市議会改革検討代表者会議第１２回会議日程 

 

平成２４年 ７月 ５日午後２時 

                 於   全 員 協 議 会 室 

 

１ 第１１回代表者会議における合意事項 

 ⑴ 議会運営委員会について【合意資料７】 

 ⑵ 広報活動の充実について【合意資料７】 

 ⑶ 一問一答方式の試行について【資料３５】 

 

２ 検討・協議事項  

⑴ 陳情・請願の取扱について 

   （国・都への意見書提出陳情の取扱）継続協議 

⑵ 議会報告会・市民との意見交換会等について 継続協議 

                        

⑶ 少数会派について             継続協議 

 

⑷ 常任委員会等の動画配信等について 

 

⑸ 資料等のデジタル化推進について 

 

⑹ 議会広報特別委員会設置について 

 

⑺ 本会議場における報告範囲拡大について 

 

 ⑻ 本会議場におけるプレゼンテーションツール導入について 

 

 ⑼ パネル等補助資料使用時届出について 

 

３ その他 

 

 

 

合意資料７：第１１回代表者会議合意事項 
資料３３：第１２回検討資料 
資料３４：議員ウェブ情報発信メディア等保有調べ 
資料３５：一問一答方式試行に伴う座長提案 
資料３６：質問席設置（案） 
資料３７：陳情と意見書について調査結果



合 　意 　事　 項 第12回代表者会議報告
（平成２４年７月５日）

分
提
案

合意資料７

予算 主旨・目的
分野別提案事項一覧表

１．議会運営委員会について（整理表協議事項番号１８）

方向性
座　　長　　案

分
　
野

案
番
号

確認事項

合意資料７

93 議案についての討論申し出があった場合は原則認める

⑧
議
会
の
機
能

■議会は法で定めら
れた機能を最大限活
用し、議会運営に反
映する。
■議会運営委員会
は、議会運営に関す
ること 議会の会議

議会運営委
員会は、地
方自治法第
１０９条の
２に規定さ
れた法定委
員会であ

□議会運営委員会は、地方自治法第１０
９条の２に規定された法定委員会であ
り、法の主旨を鑑み議会運営委員会の権
能強化を図るため、資料２８に基づき幹
事長会議との役割分担を図る。

□この役割分担に基づいた幹事長会議及

合意資料７

95 緊急質問の許可基準に客観的基準を設ける

96
議会運営委員会は、法令の定めに準拠し、運営についても議会運営
全般（先例・申合せ含む）所管事項とする

能
強
化
へ
向
け

ること、議会の会議
規則、委員会に関す
る条例等（先例・申
合せを含む。）に関
する事項、議長の諮
問に関する事項につ
いて協議し、調整す

員会であ
り、法の主
旨を鑑み議
会運営委員
会の権能強
化を図る。

□この役割分担に基づいた幹事長会議及
び議会運営委員会は、速やかに実施す
る。

□議案についての討論申し出があった場
合の取扱及び緊急質問の許可基準につい
ては、議会運営委員会の協議に委ねる。

合意資料７

全般（先例 申合せ含む）所管事項とする

46 議会独自のホームページを開設する ○

て

２．広報活動の充実について（整理表協議事項番号７）

開かれた議
会を目指す

□議会独自のホームページは、予算、管
理の面を含め 引き続き検討していく

■議会は、議会の活
動に関する情報公開

いて協議し、調整す
るものとする。

ては、議会運営委員会の協議に委ねる。

合意資料７

46 議会独自のホームページを開設する ○

48 行政視察・研修視察報告書のホームページ掲載

49 市政調査費使用状況のホームページ掲載

⑥
広
報
・

会を目指す
うえで、議
会活動情報
の市民への
提供は基本
であること
から、多く

理の面を含め、引き続き検討していく。
当面は、現行ホームページの内容の充実
を図っていく。

□ホームページ掲載の内容（行政視察・
研修視察報告書、市政調査費使用報告
書、議会スケジュール・議案等）は拡充

動に関する情報公開
を徹底するととも
に、市民に対する説
明責任を十分果たさ
なければならない。

■議会は、議員の活

合意資料７

50
議会スケジュールと同時に議案も事前に開示→会期日程をホーム
ページ掲載・傍聴者配付

51
ホームページを充実し、傍聴や請願・陳情方法等わかりやすい案
内、子どもにもわかる内容に

・
公
聴
機
能
の
充

から、多く
の手法を
使って議会
活動情報を
市民に提供
していく。

書、議会スケジュ ル 議案等）は拡充
していく。

□わかりやすい表現・内容で掲載する。

□市議会だよりは、全戸配付する方向
で 予算措置を含め準備していく

■議会は、議員の活
動に対して市民の評
価が的確になされる
よう情報の提供に努
めるものとする。

合意資料７

52
市議会だよりの充実（市報とセット,ポスティング、新たなメディア
の活用促進）

○

59
議員紹介には各自保有メディアを必掲（サイトURL、twitterアカウ
ント、FBページなど）

充
実

で、予算措置を含め準備していく。

□議員紹介情報は、全議員の意見を聞
き、その方向性を検討する。

合意資料７



第12回代表者会議提案
（平成２４年７月５日）

分
提
案

資料33

第 １２ 回 検 討 資 料

１．陳情・請願の取扱について　（国・都への意見書提出陳情の取扱）（整理表協議事項番号５）　※継続協議

分
　
野

案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

資料33

第 １２ 回 検 討 資 料

⑤
陳
情
・
請
願

43
国・都への意見書提出陳情・請願の取扱は本会議即決又は会派配付
により議員提出議案とする

創政会

２ 議会報告会 市民との意見交換会等について（整理表協議事項番号３） ※継続協議

資料33

第 １２ 回 検 討 資 料

□ 国・都への意見書提出陳情の取扱

16 議会報告会 公明党

17 議会報告会・意見交換会の開催 元気派

２．議会報告会・市民との意見交換会等について（整理表協議事項番号３）　※継続協議

資料33

第 １２ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 国・都への意見書提出陳情の取扱

17 議会報告会 意見交換会の開催 元気派

18 地域の中で議会報告会・意見交換会を開催する 生活者

19 委員会の出前議会 公明党
③
議

資料33

第 １２ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 国・都への意見書提出陳情の取扱

20 常任委員会、特別委員会の出前審議 みんな

21 議会として直接市民の声を聞く議会ふれあいミーティングの実施 公明党

議
会
と
市
民
と
の

資料33

第 １２ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 委員会の出前議会

□ 国・都への意見書提出陳情の取扱

22
市議会（機関）として、一定エリアをカバーする地域議会報告会を
開催する

共産党

23 土・日・夜間市議会の開催 共産党

の
関
係

資料33

第 １２ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 委員会の出前議会

□ 土・日・夜間議会の開催

□ 国・都への意見書提出陳情の取扱

24 土日・夜間議会の開催 元気派

25 夜間・土日議会を開催する 生活者

資料33

第 １２ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 委員会の出前議会

□ 土・日・夜間議会の開催

□ 国・都への意見書提出陳情の取扱

1



第12回代表者会議提案
（平成２４年７月５日）

分
　
野

提
案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

第 １２ 回 検 討 資 料

号

第 １２ 回 検 討 資 料

9 交渉団体（会派）は２名以上とする 創政会

３．少数会派ついて（整理表協議事項番号２）　※継続協議

□ 交渉団体（会派）は２名以上とする

10
代表質問・幹事長会議・議会運営委員会は交渉団体が参加資格の要
件

創政会

□ 交渉団体（会派）は２名以上とする

□ 代表質問・幹事長会議・議運は

交渉団体が参加資格要件

11 １議案に対する会派意見は１とする 創政会

12 議会制民主主義・公平性の立場から少数会派の意見尊重 共産党

②
会
派
に
つ
い

□ 幹事長会議における呼称

「オブザーバー」をやめ、「幹事長」とする

13
多様な市民意見を反映する観点からも議員間の公平性等に配慮し少
数会派の意見尊重する

元気派

14 議会制民主主義にのっとり、少数会派の意見を尊重する 生活者

い
て □ １議案に対する会派意見は１つとする

□ 少数会派の意見尊重
14 議会制民主主義にのっとり、少数会派の意見を尊重する 生活者

15
幹事長会議における呼称「オブザーバー」をやめ、複数会派同様
「幹事長」とする

共産党

□ 少数会派の意見尊重

2



第12回代表者会議提案
（平成２４年７月５日）

分
　
野

提
案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

第 １２ 回 検 討 資 料

号

第 １２ 回 検 討 資 料

57
常任委員会等の中継動画配信サービスを利用した常任委員会中継の
試行。将来的には中継実施。

創政会

４．常任委員会等の動画配信等について（整理表協議事項番号８）

58
常任委員会も本会議と同様な手法（インターネット中継）に準じて
市民に公開する

共産党

60
議会中継手法の見直し、委員会の中継（インターフェース見直し・

みんな

⑥
広
報
・ □ 動画配信中継試行・実施、インターネット、

ユーストリウム、録画中継
60

議会中継手法の見直し、委員会の中継（インタ フェ ス見直し
u-streamライブ等）

みんな

61 各委員会の録画中継を実施すること 元気派

・
公
聴
機
能
の
充

□ 動画配信中継試行・実施、インターネット、

ユーストリウム、録画中継

62 委員会のインターネット中継を行う 生活者

63 本会議ネット中継を市内公共施設で放映 創政会

充
実

□ 本会議ネット中継を市内公共施設で

64 議案等資料デジタルデータ化の推進 創政会

５．資料等のデジタル化推進について（整理表協議事項番号９）

⑥
広
報

政会

65
議員配付資料の簡素化・電子データ化（市議会議録配付は会派1冊
＋希望者に変更）

民主・社

事務局 議会間の事務連絡 理事者側からの資料のペ パレス化

報
・
公
聴
機
能
の

□ 議案等資料、議員配布資料、

傍聴者配付資料、ペーパレス化等

66
事務局・議会間の事務連絡、理事者側からの資料のペーパレス化・
電子化を早急に

みんな
の
充
実

3



第12回代表者会議提案
（平成２４年７月５日）

分
　
野

提
案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

第 １２ 回 検 討 資 料

号

第 １２ 回 検 討 資 料

⑥ 45 議会広報特別委員会を設置し、情報公開のあり方を検討し実行する 生活者

６．議会広報特別委員会設置について（整理表協議事項番号６）

□ 情報公開のあり方検討⑥ 45 議会広報特別委員会を設置し、情報公開のあり方を検討し実行する 生活者

⑦
議

７．本会議場における報告範囲拡大について（整理表協議事項番号１２）

□ 特別委員会・組合議会の口頭報告81 諸報告（特別委員会・組合議会等）の口頭報告 創政会

82 広域連合・一部事務組合などの議会報告を行う 生活者

⑦
議
会
と
市
長
・
執
行

□ 特別委員会・組合議会の口頭報告

□ 広域連合・一部事務組合の議会報告

83
市外郭団体（監理10、関与2、その他関与14合計26団体）の議会
報告拡大と議案関連説明書類の充実

創政会

８．本会議場におけるプレゼンテーションツール導入について（整理表協議事項番号１３）

行
部
と
の
関
係

□ 市外郭団体（２６団体）の議会報告、

85 代表・一般質問時のパソコン等による資料提示の検討 創政会

⑦
議
会
と
市
長
・
執
行

□ 代表・一般質問時パソコン等による資料提示

□ プレゼンツール（ＰC＆ソフト、OHP等）
87

本会議場へのプレゼンテーションツール（ＰＣ＆ソフト、プロジェ
クター、ＯＨＰなど）の導入

みんな

９．パネル等補助資料使用時届出について（整理表協議事項番号１４）

行
部
と
の
関
係

□ プレゼンツール（ＰC＆ソフト、OHP等）

⑦ 86
本会議場（委員会室）でパネル等補助資料（機材）を使用する場合
は議長に申し出る

共産党 □ 使用する場合は、議長に申し出る

4



議員名

議員ウェブ情報発信メディア等保有調べ

資料 ３４

議員名

１　議員が保有する，ウェブ発信メディア等の市ホームページへの掲載について

（いずれかに○印）

賛成賛成 反対 どちらともいえない

２　情報発信メディア（リンク先のＵＲＬを記入ください。）

ホームページ

ブログ

ツイッター

フ イスブ クフェイスブック

その他

３　Ｅメールアドレス（ある場合は記入ください。）

Ｅメールアドレス

４　上記メディア・アドレスの市議会ホームページでの公開

（いずれかに○印）

希望する 希望しない

※　７月２０日（金）までに事務局までご提出ください。　



 

 

一問一答方式試行に伴う座長提案 

 

第１１回議会改革検討代表者会議（６月２２日）における座長発言内容 

 

  議長という立場から今後の取扱いについて提案する。 

 

１ 質問通告書における質問事項について、より具体的内容に表記すること。 

  中項目で具体的質問内容を表記すること。 

 

２ 質問者及び理事者は、時間配分に留意すること。 

  質問、答弁は簡潔明瞭に行われることが重要である。 

 

３ 一般質問の基本は、市長の政治姿勢、総合政策等市政の大局的見地から質 

問に努めることで、市長等の特別職の答弁を多く引き出せる。 

（従って委員会において審査しうる計数的なもの、細部にわたる具体的な 

内容を避けて、それぞれ、担当の委員会を通じて質問すること。） 

 

４ 議員自席からの一般質問は、議員席のスペースや椅子等の配置から質問し

にくい状況から、本会議場に既存の演壇とは別に質問者席を設置する。 

なお、質問者席には水差しを用意したい。 

 

 

  こうした改善を図り、第３回定例会の一般質問に望みたい。なお、第３回

定例会終了後においても、一般質問の総括を図り皆様に再度ご意見をいただ

き、改善を図ってまいりたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３５ 





平成24年5月調査
調布市議会事務局

陳情と意見書について調査結果（その1　陳情）

本会議上程・
委員会付託し

ない

意見書提出
を求める陳情
と市に措置を
求める陳情
は，区別なく
本会議上程・
委員会付託し

ている

意見書提出
を求める陳情
と市に措置を
求める陳情を
区別し，意見
書提出を求
める陳情は
本会議上程・
委員会しない

議会運営委
員会で協議し
決定する

本会議即決と
する

見直し
予定

見直し
検討中

見直し
の意見
はある
が，検
討には
至って
いない

見直し
を求め
る意見
はない
が，

近々出
る可能
性あり

しばら
くあり
そうに
ない

1 八王子 ○
写しを会派代表者，関係する委
員会の委員等に配付する

○
平成元年

４月

平成21年 3件（2件）
平成22年 3件（1件）
平成23年 2件（0件）

2 立川 ○※1 ○
平成16年

９月

平成21年 3件（2件）
平成22年 7件（4件）
平成23年 8件（4件）

3 武蔵野 ○※2 ○
平成18年

２月

平成21年 6件（5件）
平成22年12件（5件）
平成23年18件（6件）

議場配付（ただし 内容によって 平成21年 1件（0件）

４　１の運
営方法の
開始時期

５　意見書提出を求
める陳情の提出数

（内，意見書を提出し
た件数）

№ 市　名

1　陳情の審査（運営方法）について

２　本会議上程・委員会付託しな
い場合の議員への周知方法

３　陳情の取扱いについて

資料３７

4 三鷹 ○※3
議場配付（ただし，内容によって
各派代表者会議への配付にとど
めることもある）

○
平成６年

５月

平成21年 1件（0件）
平成22年 1件（0件）
平成23年 0件（0件）

5 青梅 ○ 写しを参考配付する ○ 不明
平成21年 3件（0件）
平成22年 7件（0件）
平成23年 3件（0件）

6 府中 ○※4 ○ 不明
平成21年 4件（3件）
平成22年 7件（4件）
平成23年 2件（2件）

7 昭島 ○ ○ 当初から
平成21年 6件（2件）
平成22年10件（3件）
平成23年 5件（1件）

8 調布 ○ ○
昭和46年

以前

平成21年 6件（3件）
平成22年10件（3件）
平成23年11件（5件）

9 町田 ○※5 ○
平成４年

以前

平成21年 1件（0件）
平成22年 1件（0件）
平成23年 0件（0件）

10 小金井 ○ ○ 不明
平成21年11件（10件）
平成22年 4件（3件）
平成23年 6件（6件）

資料３７
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本会議上程・
委員会付託し

ない

意見書提出
を求める陳情
と市に措置を
求める陳情
は，区別なく
本会議上程・
委員会付託し

ている

意見書提出
を求める陳情
と市に措置を
求める陳情を
区別し，意見
書提出を求
める陳情は
本会議上程・
委員会しない

議会運営委
員会で協議し
決定する

本会議即決と
する

見直し
予定

見直し
検討中

見直し
の意見
はある
が，検
討には
至って
いない

見直し
を求め
る意見
はない
が，

近々出
る可能
性あり

しばら
くあり
そうに
ない

４　１の運
営方法の
開始時期

５　意見書提出を求
める陳情の提出数

（内，意見書を提出し
た件数）

№ 市　名

1　陳情の審査（運営方法）について

２　本会議上程・委員会付託しな
い場合の議員への周知方法

３　陳情の取扱いについて

11 小平 ○※6 写しを全議員に配付する ○
平成13年

４月

平成21年 1件（0件）
平成22年 1件（0件）
平成23年 4件（0件）

12 日野 ○ 写しを全議員に配付する ○
平成24年

４月

平成21年23件（0件）
平成22年13件（3件）
平成23年12件（2件）

13 東村山 ○※7 写しを全議員に配付する ○
平成２年

11月

平成21年 1件（0件）
平成22年 5件（0件）
平成23年 3件（2件）

14 国分寺 ○ ○ 不明
平成21年 0件（0件）
平成22年 8件（1件）
平成23年 4件（1件）

平成12年
平成21年 2件（2件）

15 国立 ○ ○
平成12年

８月

平成21年 2件（2件）
平成22年 9件（2件）
平成23年 4件（2件）

16 福生 ○ ○
昭和45年

以前

平成21年 7件（3件）
平成22年 8件（3件）
平成23年 8件（2件）

17 狛江 ○ ○
昭和45年
10月頃

平成21年 5件（4件）
平成22年 2件（1件）
平成23年 0件（0件）

18 東大和 ○ ○
昭和46年

以前

平成21年 3件（3件）
平成22年 9件（2件）
平成23年 6件（3件）

19 清瀬 ○ ○ 不明
平成21年 7件（4件）
平成22年15件（7件）
平成23年 5件（4件）

20 東久留米 ○ 写しを全議員に配付する ○
平成20年

９月

平成21年 3件（0件）
平成22年 5件（0件）
平成23年 1件（0件）

21 武蔵村山 ○ ○ 不明
平成21年 5件（3件）
平成22年 6件（2件）
平成23年 3件（1件）
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本会議上程・
委員会付託し

ない

意見書提出
を求める陳情
と市に措置を
求める陳情
は，区別なく
本会議上程・
委員会付託し

ている

意見書提出
を求める陳情
と市に措置を
求める陳情を
区別し，意見
書提出を求
める陳情は
本会議上程・
委員会しない

議会運営委
員会で協議し
決定する

本会議即決と
する

見直し
予定

見直し
検討中

見直し
の意見
はある
が，検
討には
至って
いない

見直し
を求め
る意見
はない
が，

近々出
る可能
性あり

しばら
くあり
そうに
ない

４　１の運
営方法の
開始時期

５　意見書提出を求
める陳情の提出数

（内，意見書を提出し
た件数）

№ 市　名

1　陳情の審査（運営方法）について

２　本会議上程・委員会付託しな
い場合の議員への周知方法

３　陳情の取扱いについて

22 多摩 ○ ○
昭和46年

以前

平成21年 0件（0件）
平成22年 3件（1件）
平成23年 2件（0件）

23 稲城 ○※8 ○
昭和54年

５月

平成21年 5件（1件）
平成22年 8件（1件）
平成23年 3件（1件）

24 羽村 ○※9 写しを全議員に配付する ○ 不明
平成21年 3件（0件）
平成22年 3件（0件）
平成23年 2件（1件）

25 あきる野 ○ ○ 平成７年
平成21年 2件（0件）
平成22年 5件（2件）
平成23年 4件（1件）

平成21年
平成21年 4件（0件）

26 西東京 ○※10 写しを全議員に参考配付する ○
平成21年

12月

平成21年 4件（0件）
平成22年 7件（0件）
平成23年 1件（0件）

合計 3 13 1 9 0 0 6 6 0 14

※1（立川） 陳情は郵送による内容確認のとれないものを除き，本会議上程・委員会付託している。

※2（武蔵野） 陳情は実態としては区別なく，本会議上程・委員会付託している。

※3（三鷹） 陳情は本会議上程・委員会付託の例はない。

※4（府中）　 陳情は本会議上程・委員会付託している。

※5（町田）　 陳情は本会議上程・委員会付託の例はほとんどない。

※6（小平）　 陳情は本会議上程・委員会付託の例はない。

※7（東村山）　陳情は本会議上程・委員会付託の例はほとんどない。

※8（稲城） 陳情は郵送によるものを除き，本会議上程・委員会付託している。

※9（羽村）　 陳情は本会議上程・委員会付託の例は少ない。

※10（西東京）陳情は「陳情の取扱基準」により参考送付となった陳情を除き，本会議上程・委員会付託している。
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陳情と意見書について調査結果（その２　意見書の取扱い）

３人
多数

（人数）
全会一致

全会一致を原則と
するが，全会一致
でなくても上程して
いることが多い

その他
（人数）

見直し
予定

見直し
検討中

見直し
の意見
はある
が，検
討には
至って
いない

見直し
を求め
る意見
はない
が，

近々出
る可能
性あり

しばら
くあり
そうに
ない

1 八王子
○

（4人以上）
○

昭和43年
４月

平成21年15件
平成22年23件
平成23年18件

2 立川 ○ ○ 不明
平成21年14件
平成22年16件
平成23年22件

3 武蔵野
全会一致を旨とする
が全会一致でなくて
も上程することもある

○
平成18年

２月

平成21年 7件
平成22年 8件
平成23年 8件

4 三鷹
○

（2人以上）
○ 昭和42年

平成21年25件
平成22年40件
平成23年25件

5 青梅
○

（2人以上）
○

平成23年
５月

平成21年 4件
平成22年 2件
平成23年 1件

6 府中 ○ ○ 不明
平成21年 9件
平成22年14件
平成23年 9件

7 昭島
○ただし，全国市議
会議長会からの要請
による意見書は多数

○ 当初から
平成21年 3件
平成22年 4件
平成23年 1件

8 調布 ○ ○ 不明
平成21年37件
平成22年36件
平成23年35件

9 町田 ○ ○
平成４年

以前

平成21年13件
平成22年24件
平成23年33件

９　意見書提出の総
数

№ 市　名

６　本会議に上程する意見書の提出者（賛成者含む）の必要人数 ７　意見書の取扱いについて

８　６の運
営方法の
開始時期
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３人
多数

（人数）
全会一致

全会一致を原則と
するが，全会一致
でなくても上程して
いることが多い

その他
（人数）

見直し
予定

見直し
検討中

見直し
の意見
はある
が，検
討には
至って
いない

見直し
を求め
る意見
はない
が，

近々出
る可能
性あり

しばら
くあり
そうに
ない

９　意見書提出の総
数

№ 市　名

６　本会議に上程する意見書の提出者（賛成者含む）の必要人数 ７　意見書の取扱いについて

８　６の運
営方法の
開始時期

10 小金井
○

（2人以上）
○ 不明

平成21年44件
平成22年47件
平成23年28件

11 小平
○

（2人以上）
○ 昭和37年

平成21年 7件
平成22年 8件
平成23年11件

12 日野 ○ ○ 不明
平成21年16件
平成22年33件
平成23年22件

13 東村山
○

（15人=現員数の
6/10）

○
平成12年

12月

平成21年19件
平成22年41件
平成23年20件

14 国分寺
○ただし，定数の７割
以上の賛同があれば

上程
○ 不明

平成21年10件
平成22年 3件
平成23年 4件

15 国立
○

（2人以上）
○

平成７年
３月

平成21年 3件
平成22年 7件
平成23年 5件

16 福生
○

（2人以上=定数
の1/12以上）

○
昭和45年

以前

平成21年 5件
平成22年 5件
平成23年 5件

17 狛江
○

（2人以上）
○

昭和45年
10月頃

平成21年20件
平成22年16件
平成23年13件

18 東大和
○

（2人以上）
○

昭和46年
以前

平成21年 3件
平成22年 8件
平成23年 3件

19 清瀬
○

（2人以上）
○ 不明

平成21年23件
平成22年32件
平成23年21件
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３人
多数

（人数）
全会一致

全会一致を原則と
するが，全会一致
でなくても上程して
いることが多い

その他
（人数）

見直し
予定

見直し
検討中

見直し
の意見
はある
が，検
討には
至って
いない

見直し
を求め
る意見
はない
が，

近々出
る可能
性あり

しばら
くあり
そうに
ない

９　意見書提出の総
数

№ 市　名

６　本会議に上程する意見書の提出者（賛成者含む）の必要人数 ７　意見書の取扱いについて

８　６の運
営方法の
開始時期

20 東久留米
○実際には2人

以上で上程
○

平成20年
６月

平成21年40件
平成22年47件
平成23年32件

21 武蔵村山 ○ ○ 不明
平成21年28件
平成22年43件
平成23年27件

22 多摩 ○ ○
昭和58年

６月

平成21年 9件
平成22年21件
平成23年10件

23 稲城
○

（2人以上）
○

平成12年
９月

平成21年 4件
平成22年 5件
平成23年 5件

24 羽村
○（2人）ただし，調整
し全会派一致になる

場合が多い
○ 当初から

平成21年 6件
平成22年 5件
平成23年 3件

25 あきる野
○

（2人）
○ 平成７年

平成21年 5件
平成22年 8件
平成23年 3件

26 西東京
○

（2人以上）
○

平成13年
２月

平成21年12件
平成22年30件
平成23年28件

合計 5 2 4 1 13 0 1 0 0 25
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